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第１章 総則 

Ⅰ－１ この基準は、平塚市まちづくり条例施行規則第４６条第１項第１号及び第

２号の規定に基づき、下水道の整備について必要な事項を定める。 

Ⅰ－２ この基準の用語の意義は、下水道法、都市計画法及び平塚市まちづくり条

例その他関連法令の例による。 

Ⅰ－３ 公共下水道の区域 

（１）合流式公共下水道供用開始区域 

   公共下水道供用開始区域のうち、汚水及び雨水を合流して排水する公共下水

道が整備されている区域をいう。 

   （合流式公共下水道供用開始区域の範囲は、龍城ヶ丘、桃浜町、八重咲町、

松風町、袖ヶ浜、高浜台、夕陽ヶ丘、代官町、久領堤、札場町、幸町、千

石河岸、紅谷町、明石町、浅間町の一部、宮松町の一部、宮の前、宝町、

老松町、八千代町、天沼の一部、中堂の一部、榎木町、馬入本町、馬入の

一部、追分の一部である。） 

（２）分流式公共下水道供用開始区域 

公共下水道供用開始区域のうち、汚水及び雨水がそれぞれ別に排水する公共下

水道が整備されている区域をいう。（分流式公共下水道供用開始区域の範囲は、

公共下水道供用開始区域のうち合流式公共下水道供用開始区域の範囲外の部分

である。） 

Ⅰ－４ 雨水浸透適地及び浸透不適地 

（１）雨水浸透適地 

開発区域内に雨水を浸透させる施設を設置することが可能な区域をいう。（雨水



 

浸透適地は次に定める雨水浸透不適地の範囲外である。） 

（２）雨水浸透不適地 

開発区域内に雨水を浸透させる施設を設置してはならない場所をいう。 

（雨水浸透不適地は別に示す浸透不適地図に記載する小鍋島の一部、城所の一部、

岡崎の一部、ふじみ野一丁目、ふじみ野二丁目、広川の一部、片岡の一部、千

須谷、南金目の一部、北金目の一部、北金目一丁目、北金目二丁目の一部、北

金目三丁目、北金目四丁目、真田一丁目の一部、真田二丁目、真田三丁目、真

田四丁目、めぐみが丘一丁目、めぐみが丘二丁目、公所の一部、根坂間、出縄

の一部、万田の一部、高根の一部、日向岡一丁目、日向岡二丁目、土屋、上吉

沢、下吉沢である。） 

 

第２章 市長が管理する公共下水道の整備基準 

Ⅱ－１ 条例施行規則第４６条第１項第１号アの公共下水道、下水道の管渠、公共ま

す及び同号エの下水道の管渠（以下「下水道施設等」という。」）並びに同号ア及び

エの雨水調整施設は、本市の下水道計画、平塚市公共下水道の構造に関する技術基

準及び「下水道施設計画・設計指針と解説」（（社）日本下水道協会）に基づき、下

水（雨水及び汚水）を有効に排除する能力を備えた規模及び構造とする。 

（１）汚水及び雨水の排除  

ア 汚水は、下水道計画の処理区域ごと、かつ、原則として処理区画割ごとに

下水道施設等に排除する。 

イ 雨水は、下水道計画の排水区域ごと、かつ、原則として排水の区画割ごと

に下水道施設等に排除する。 

（２）管渠施設等 

汚水管渠、雨水管渠、合流管渠（以下「下水道本管」という。）及び開渠は、

次のとおり整備する。 

ア 本市が管理する道路内の下水道施設等が管渠構造の場合は、下水道本管を

整備し、開渠構造の場合は、下水道管理者と協議のうえ決定する。 

イ 公共下水道事業認可区域内で開発区域内に本市が帰属を受ける道路を整

備する場合は、開発区域内に下水道本管を整備する。 



 

ウ 開発区域内の下水道本管を既設の下水道本管に会合させる場合は、会合点

にマンホールを整備する。ただし、既設の下水道本管の構造上、マンホール

の設置が困難な場合は、整備する下水道本管で必要な箇所にマンホールを整

備する。 

（３）公共ます及び取付管 

ア 下水道施設等に排除する公共ます及び取付管は、次のとおりとする。 

   （ア）下水道設計標準図に基づく公共ます及び取付管を整備する。 

（イ）現行の下水道設計標準図に基づかない公共ますが設置されている場合は、

当該下水道設計標準図に基づく公共ますに交換する。 

（ウ）取付管が陶管の場合は、取付管及び支管を下水道用硬質塩化ビニル管に

交換する。ただし、開発区域の面積が５００㎡未満の場合は、この限りで

ない。 

（エ）公道に設置されている公共ますを使用する場合は、民地内に移設する。 

（オ）使用していない公共ます及び取付管は撤去する。取付管を撤去する場合

は、支管部分に支管止キャップ等を行うものとする。 

（４）集水桝等 

市道から下水道施設等に排水する集水桝、Ｌ形雨水桝、Ｌ形街渠桝及び取付

管（以下「集水桝等」という。）を整備する場合は、次のとおりとする。 

ア 集水桝等の構造は、「平塚市道路標準構造図」に基づくものとする。 

イ 集水桝等の取付管は、φ２００㎜を標準とする。 

ウ 集水桝等の設置間隔は下表を標準とする。ただし、滞水が想定される場合

はこれによらず設置する。 

道路縦断勾配 

（％） 

集水幅 

（ｍ） 

設置間隔 

（ｍ） 

１．０≦ｉ 
１０＜Ｗ≦１５ １５ 

Ｗ≦１０ ２０ 

０．３≦ｉ＜１．０ 
１０＜Ｗ≦１５ １０ 

Ｗ≦１０ １０ 

ｉ＜０．３ 
１０＜Ｗ≦１５ 

別途協議 
Ｗ≦１０ 

 



 

Ⅱ－２ 雨水調整施設 

 開発区域の面積が市街化区域において５，０００㎡以上、市街化調整区域におい

て３，０００㎡以上の開発事業については、開発事業完了後の雨水排水による流下

先の下水道施設や河川等の負荷を調整することを目的として、必要に応じ雨水調整

施設を整備する。 

市長との協議により、市長が維持管理する雨水調整施設は次のとおり整備し、事

業者自らが維持管理する雨水調整施設はⅢ－３－（６）のとおり整備する。 

 

（１）雨水調整施設の規模は、計画流出量計算に見合ったものとする。 

（２）雨水調整施設は、地表面を掘下げた調整池などとする。 

（３）雨水調整施設の上部は土地利用を行わないものとする。ただし、公園や運動

施設等の公共施設又は公益的な施設を兼ねるものとして整備する場合はこの

限りでない。 

（４）雨水調整施設の調整方式は自然放流方式とする。 

（５）雨水調整施設は必要調整容量と沈砂量を合わせた規模とする。 

（６）整備した雨水調整施設及びその用地は市に無償で移管するものとする。 

（７）雨水調整施設の容量、オリフィスの断面積及び放流管径の算定方法は下記の

算定方法とする。 

 

    ア 簡易計算法 

Ｖ＝（Ｉ－α×ｒc）×６０×ｔi×Ｃi×Ａ× １ 

３６０ 

 
Ｖ 
Ｉ 
α 
ｒc 
ｔi 
Ｃi 
Ａ 

：必要調節容量（㎥） 
：降雨継続時間ｔi の降雨強度（mm／hr） 
：調整方式による係数（オリフィス＝１／２、ポンプ排水＝１） 
：下流許容放流量に相当する降雨強度（mm／hr） 
：必要調節容量が最大となる降雨継続時間（min） 
：平均流出係数 
：集水面積（ha）  

 

    イ 降雨強度式 



 

Ｉ＝ 
４７５０ 

ｔi＋３３ 

 

    ウ 下流許容放流量に相当する降雨強度 

ｒc＝Ｑc× ３６０ 
Ｃi×Ａ 

 

Ｑc ：開発事業区域からの下流許容放流量（㎥／sec） 

 

    エ 雨水貯留施設の許容放流量 

Ｑc＝ｑ× 
Ａ 

Ａ ’ 

              
ｑ 
Ａ ’ 

：調整池下流の代表地点における流下能力（㎥／sec） 
：調整池下流の代表地点における排水区域面積（ha） 

 

    オ 必要調節容量が最大となる降雨継続時間 

ｔi＝ ４７５０×３３ 
－３３ 

α×ｒc 
 

カ 平均流出係数 

Ｃi＝ 
Σ（各流出係数×各面積） 

Ａ 

        

        工種別基礎流出係数 

工種 屋根 道路 間地 

流出係数 ０．８０ ０．７５ ０．２０ 

 

    キ オリフィスの断面積の算定方法 

ａ＝ 
Ｑc 
 

２×ｇ×ｈ ×ｃ 

 



 

ａ 
ｇ 
ｈ 

ｃ 

：オリフィスの断面（㎡） 
：重力加速度（９．８m／sec²） 
：計画貯留水位（ＨＷＬ）からオリフィス中心までの水深（ｍ） 
：流量係数 ０．６（ベルマウスを有する時は０．９） 

 

    ク 放流管の算定方法 

Ｄ＝ 
ｎ×Ｑc 

  ３ ／ ８  

０．２６２×ｉ１／２ 

 
Ｄ 
ｉ 
ｎ 

：管径（ｍ） 
：放流管の勾配（少数：１０‰の場合０．０１） 
：粗度係数（ヒューム管：０．０１３、塩ビ管：０．０１） 

 

  （８）雨水調整施設の沈砂量の算定方法下記の算定方法とする。 

    ア 沈砂量 

Ｖ１＝1.5×Ｎ×Ａ 

 
Ｖ１  
Ｎ 
Ａ 

：沈砂量（㎥）  
：設計堆積年数（＝5 年） 
：集水面積（ha）  

 

Ⅱ－３ 開発区域に接する水路敷は、次のとおり整備する。 

（１）水路敷には、下水道施設等を整備する。 

（２）水路敷には、コンクリート１０cm、砕石１０cm、の叩きコンクリートを整備

する。 

（３）水路への転落防止のため開発区域内に安全対策の措置をする。 

（４）その他、水路管理者が必要とする整備については、別途協議をする。 

 

Ⅱ－４ 申請手続き 

（１）公共下水道施設工事施行承認申請書 

平塚市下水道条例施行規則第１７条により申請する。 

（２）物件設置許可申請書 

平塚市下水道条例施行規則第１４条により申請する。 



 

（３）公共下水道区域外接続申請書 

平塚市公共下水道区域外接続に関する取扱基準第１項に基づき申請する。 

（４）水路占用許可申請書 

平塚市水路に関する条例施行規則第２条に基づき申請する。 

（５）水路自費工事許可申請書 

平塚市水路に関する条例施行規則第２条に基づき申請する。 

（６）排水施設接続許可申請書 

平塚市水路に関する条例施行規則第２条に基づき申請する。 

（７）公共施設（水路）の編入同意申請書 

都市計画法第３２条の規定に基づき申請する。 

（８）水路用地帰属登記手続申請書 

都市計画法第４０条第１項及び第２項の規定に基づき申請する。 



 

第３章 市長以外の者が管理する排水設備の整備基準 

Ⅲ－１ 条例施行規則４６条第１項第２号ア及びエの宅内排水設備及び私道排水設備

については、平塚市下水道条例第４条、第５条、第６条に基づき、平塚市公共下

水道指定工事店で設計及び施工する。 

Ⅲ－２ 宅内排水設備の汚水処理 

（１）宅内排水設備の汚水管は「平塚市排水設備工事取扱要領」に基づき、次のと

おりとする。 

ア 汚水管の管径及び勾配については次表のとおりとする。 

排 水 人 口             （人） 排 水 管 内 径 （ ㎜ ） と 勾 配                                 

１５０未満 １００以上（勾配２ .０／１００）  

１５０以上 ３００未満 １２５以上（〃 １ .７／１００）  

３００以上   ５００未満 １５０以上（〃 １ .５／１００） 

５００以上１０００未満 ２００以上（〃 １ .２／１００） 

イ 現場条件により露出管等又は特別な荷重がかかる場合を除き、土被りは宅

地内で２０cm以上とする。 

ウ 地下埋設物等で支障がある場合は、別途協議する。 

（２）宅内排水設備の汚水ますの内径は「平塚市排水設備工事取扱要領」に基づき、

次のとおりとする。 

ア 硬質塩化ビニル製ますの大きさは次表のとおりとする。 

     深さ 内径又は内のり 

１２０㎝以下 １５㎝  

１５０㎝以下  ２０㎝ 

１５０㎝超え２００㎝以下 ３０㎝ 

イ コンクリートます等の大きさは次表のとおりとする。 

     深さ 内径又は内のり 

６０㎝以下 ３０㎝  

９０㎝以下 ３５㎝又は３６㎝  

１２０㎝以下 ４５㎝ 

１２０㎝超え２００㎝以下  ６０㎝  

ウ 深さ２.０ｍを超える場合は０号マンホール以上を使用する。 



 

エ 駐車場等に設置する汚水ますの蓋は車両等重量物に十分耐えられる構造の蓋

を使用する。 

オ 汚水ますの蓋には、〝おすい〟の表示をし、かつ、平塚市管理の公共汚水

ますと異なる種類のものを使用する。 

（３）汚水ますの設置箇所は、排水管の延長がその内径の１２０倍を超えない範囲

内において排水管の維持管理上適切な場所に設置する。 

（４）阻集器についてはその業種に合わせて、グリス阻集器、オイル阻集器、ヘア

ー阻集器等を設置する。 

詳細については「平塚市排水設備工事取扱要領」のとおりとする。 

（５）ディスポーザを設置する場合は「平塚市ディスポーザ排水処理システム等取

扱要綱」のとおりとする。 

（６）自然流下により直接公共下水道に排出できないなどで排水槽を設置する場合は

「平塚市排水設備工事取扱要領」のとおりとする。 

（７）開発事業で計画される汚水量が本市の下水道計画汚水量を超える場合は、流

下先の下水道施設の負荷の調整等について公共下水道管理者と協議し、必要に

応じて汚水抑制施設（前号による排水槽等）を設置する。 

 

Ⅲ－３ 宅内排水設備の雨水処理 

（１）宅内排水設備の雨水は道路や隣地に流出しないようにするため、次表のとお

りとする。  

ア 雨水管の管径と勾配については次表のとおりとする。ただし、浸透ます

及び透水管を使用する場合はこの限りではない。 

排 水 面 積             （㎡）   排 水 管 内 径 （ ㎜ ） と 勾 配                                 

２００未満 １００以上（勾配２.０／１００） 

２００以上 ４００未満 １２５以上（〃 １.７／１００） 

４００以上   ６００未満 １５０以上（〃 １.５／１００） 

６００以上１５００未満 ２００以上（〃 １.２／１００） 

１５００以上 ２５０以上（〃  １.０／１００） 

イ 現場条件により露出管等又は特別な荷重がかかる場合を除き、土被りは宅



 

地内で２０cm以上とする。 

ウ 地下埋設物等で支障がある場合は、別途協議する。 

（２）宅内排水設備の雨水ます（溜め及び浸透）は「平塚市排水設備工事取扱要領」

に基づき、次のとおりとする。 

ア 硬質塩化ビニル製ますの大きさは次表のとおりとする。 

     深さ 内径又は内のり 

２００㎝以下 ３０㎝  

イ コンクリート製ます等の大きさは次表のとおりとする。 

     深さ 内径又は内のり 

６０㎝以下 ３０㎝  

９０㎝以下 ３５㎝又は３６㎝  

１２０㎝以下 ４５㎝ 

１２０㎝超え２００㎝以下  ６０㎝  

ウ ますの深さが２.０ｍを超える場合は０号マンホール以上を使用する。 

エ 駐車場等に設置する雨水ますの蓋は車両等重量物に十分耐えられる構造の蓋を

使用する。 

オ 雨水ますの蓋には、〝うすい〟の表示をし、平塚市管理の公共雨水ますと

異なる種類のものを使用する。 

（３）雨水ますの設置箇所は、排水管の延長がその内径の１２０倍を超えない範囲

内において排水管の維持管理上適切な場所に設置する。 

（４）開発区域の面積が５００㎡以上の自動車出入口部は、グレーチング側溝（ボルト

止め、Ｕ２４０用以上）及び集水ます（ボルト止めグレーチング）等を設置し、雨

水が道路に流出しない構造とするとともに、安全性に配慮する。詳しくは「平塚市

排水設備工事取扱要領」のとおりとする。 

（５）雨水浸透適地については、地下水の保全、遊水機能の回復などの水循環を再

生するため、以下の浸透設備を整備する。 

ア 雨水ますは、浸透ますを設置し、公共雨水ます、雨水管きょや側溝等に接

続する構造とする。また、浸透ますの砕石は２号砕石（粒径６０～４０㎜）

又は３号砕石（粒径４０～３０㎜）を使用する。 



 

イ 開発区域の面積が５００㎡以上５，０００㎡未満（市街化調整区域内におい

ては、３，０００㎡未満）の開発事業（戸建住宅は除く）においては、透水管

などの浸透設備を設け、宅地内の雨水を浸透させる構造とする。また、浸透

設備は開発区域の面積から本市に寄付又は帰属をする公共施設の用に供する

土地を除いた部分の面積に応じたものを設置する。 

ウ 透水管は以下の構造とする。 

（ア）透水管は水平に据付ける。 

（イ）透水管は､有孔部分を下方にする。 

（ウ）透水管の敷設間隔は、１．５ｍ以上の離隔をとる。 

（エ）透水管の敷設は、荷重がかかる箇所を避ける。 

（オ）浸透層に使用する砕石は２号砕石（粒径６０～４０㎜）又は３号砕石

（粒径４０～３０㎜）を使用する。 

（カ）浸透層側部はフィルター材（厚さ１．５㎜以上）で覆い陥没を防止す

る。 

（キ）浸透層上部はビニルシート（厚さ０.２㎜以上）で覆い陥没を防止する。 

エ 透水管の長さは時間あたりの計画雨水流出量と単位浸透量から算出する。 

透水管長さＬ(ｍ)＝ 
計画雨水流出量Ｑ(㎥/hr) 

単位浸透量Ⅴ(㎥/(hr・ｍ)) 

オ 透水管の時間あたりの浸透面積は以下のとおりとする。 

（ア）φ１００㎜の透水管(砕石３０㎝×３０㎝)の浸透面積は４３ 

(㎡/(h・ｍ))を標準とする。 

（イ）φ１５０㎜の透水管(砕石５０㎝×８０㎝)の浸透面積は８２ 

(㎡/(h・ｍ))を標準とする。 

カ 計画雨水流出量Ｑの算出方法は、次のとおりとする。 
 

Ｑ＝ 
１ 

×（Ｃi－Ｃ ’）×Ｉ×Ａ×３６００ 
３６０ 

 
Ｑ 
Ｃi 
Ｃ ’ 
Ｉ 
Ａ 

：計画雨水流出量（㎥／hr） 
：開発事業完了後の平均流出係数 
：平塚市下水道計画の排水区別流出係数 
：降雨強度（mm／hr） 
：集水面積（ha） 



 

 
① 開発事業完了後の流出係数 

     下記の値により算出する。 
工種別基礎流出係数 

工種 屋根 舗装 間地 

流出係数 ０．８０ ０．７５ ０．２０ 
 
平均流出係数の計算方法 

Ｃi＝ 
屋根面積×０．８０+舗装面積×０．７５+間地×０．２０ 

Ａ 

 
   

② 平塚市下水道計画の排水区別流出係数 
下水道の整備計画等を参照のこと。 

 

③ 降雨強度 

Ｉ＝ 
４７５０ 

ｔ＋３３ 

 
    ④ 降雨到達時間 
     ｔ＝最初流入時間+流下時間 
      最初流入時間＝７分 

流下時間＝各管路延長÷（各管路の満管流速×６０） 
 
キ 単位設計浸透量Ⅴの算出方法は、次のとおりとする。 
Ⅴ＝Ｑｆ×Ｃ 

   
Ⅴ 

Ｑｆ 
Ｃ 

：設置施設の単位設計浸透量（㎥／(hr・ｍ)） 
：設置施設の基準浸透量（㎥／(hr・ｍ)） 
：各種影響係数＝０．５４ 

 
   ① 設置施設の基準浸透量 

Ｑｆ=ｋ０×ｋｆ 
 
ｋ０ 

 

 

 

ｋｆ 

：土壌の飽和透水係数（ｍ／hr） 
砂質層＝０．５１ 
黒土層＝０．１０ 
（個々の試験データを使用してもよい） 

：設置施設の比浸透量（㎡） 
 
 



 

 
    ② 設置施設の比浸透量 

ｋｆ＝ａＨ＋ｂ 

      ａ＝３．０９３ 

      ｂ＝１．３４Ｗ＋０．６７７ 

         Ｈ： 設計水頭（ｍ）＝高さ 

         Ｗ： 施設幅（ｍ） 

       ａ，ｂ： 施設形状による係数 

（６）開発区域の面積が市街化区域において５，０００㎡以上、市街化調整区域に

おいて３，０００㎡以上の開発事業については、開発事業完了後の雨水排水に

よる流下先の下水道施設や河川等の負荷を調整することを目的として、必要に

応じ雨水調整施設を整備する。 

市長との協議により、事業者自ら維持管理する雨水調整施設は次のとおり整

備する。 

  ア 雨水調整施設の規模は、計画流出量計算に見合ったものとする。 

イ 雨水調整施設は、地表面を掘下げた調整池などとする。 

ウ 雨水調整施設の上部の土地利用は、雨水調整施設の維持管理に支障が無い

ように行うものとする。 

エ 雨水調整施設は必要調整容量と沈砂量を合わせた規模とする。 

オ 雨水調整施設の容量、オリフィスの断面積、放流管径及び沈砂量の算定方

法はⅡ－２－（７）及び（８）のとおりとする。 

（７）雨水調整施設及び浸透設備の維持管理について、市長に誓約書（第１号様

式）を提出すること。 

Ⅲ－4 私道排水設備の汚水・雨水処理 

開発区域内の本市に帰属せず、将来にわたり自ら維持管理する道路を私道とい

い、私道内に整備する排水設備を私道排水設備という。 

（１）私道排水設備の汚水管（以下「汚水本管」という。）は「平塚市排水設備工事

取扱要領」に基づき、次のとおりとする。 

 



 

   ア 汚水本管の管径及び勾配については次表のとおりとする。 

排 水 人 口  （人） 汚水本管内径（ｍｍ）と勾配 

５００未満 １５０以上（１．５／１００） 

５００以上１０００未満 ２００以上（１．２／１００） 

イ 現場条件により露出管等又は特別な荷重がかかる場合を除き、土被りは、

８０㎝以上とする。 

ウ 地下埋設物等で支障がある場合は、別途協議する。 

（２）私道排水設備の雨水管（以下「雨水本管」という。）は「平塚市排水設備工事

取扱要領」に基づき、次のとおりとする。 

ア 雨水本管の管径及び勾配については次表のとおりとする。ただし、私道排

水設備に浸透ます及び透水管を使用する場合はこの限りではない。 

排 水 面 積  （㎡） 雨水本管内径（ｍｍ）と勾配 

６００未満 １５０以上（１．５／１００） 

６００以上１５００未満 ２００以上（１．２／１００） 

１５００以上 ２５０以上（１．０／１００） 

イ 現場条件により露出管等又は特別な荷重がかかる場合を除き、土被りは、

８０㎝以上とする。 

ウ 地下埋設物等で支障がある場合は、別途協議する。 

（３）私道排水設備の汚水ますは「平塚市排水設備工事取扱要領」に基づき、次の

とおりとする。 

ア 汚水に使用する硬質塩化ビニル製ますの大きさは次のとおりとする。 

      深さ 内径又は内のり 

１５０㎝以下 ２０㎝以上  

１５０㎝超え２００㎝以下 ３０㎝以上  

イ 深さ２.０ｍを超える場合は０号マンホール以上を使用する。 

（４）私道排水設備の雨水ますは「平塚市排水設備工事取扱要領」に基づき、次の

とおりとする。 

ア 硬質塩化ビニル製ますの大きさは３０㎝以上とする。 

イ コンクリート製ます等の大きさは、次表のとおりとする。 



 

     深さ 内径又は内のり 

６０㎝以下 ３０㎝  

９０㎝以下 ３５㎝又は３６㎝  

１２０㎝以下 ４５㎝ 

１２０㎝超え２００㎝以下  ６０㎝  

ウ 深さ２.０ｍを超える場合は０号マンホール以上を使用する。 

（５）汚水ます及び雨水ますの蓋は、自動車等重量物の通る箇所に設ける場合は、

台座付鉄製防護用蓋を使用する。台座付鉄製防護用蓋は通行車輌が総重量８ｔ

未満はＴ－８ｔを、８ｔ以上はＴ－１４ｔ以上を使用する。 

（６）ますの設置箇所は、本管の延長がその内径の１２０倍を超えない範囲内にお

いて本管の維持管理上適切な場所に設置する。 

（７）私道が接続する開発区域外の道路に下水道施設等がない場合は、別途協議す

る。 

（８）私道の側溝等に宅内排水設備からの雨水管を接続する場合は、取付部の側溝

等の蓋はグレーチング蓋とする。 

（９）私道出入口にはグレーチング側溝（ボルト止め、Ｕ２４０用以上）及び集水ます

（ボルト止めグレーチング蓋）等を設置し、雨水が公道に流出しない構造とすると

ともに、安全性に配慮する。詳しくは「平塚市排水設備工事取扱要領」のとおりと

する。 

Ⅲ－５ 排水設備等設計図面の着色 

排水設備等設計図面については、排水設備の種類がわかるよう設計図面

には次表のように着色する。  

 

    

 
    排 水 設 備                      区 分           

 

  新  設 

  汚 水              赤 実 線              

  雨 水            青   実    線 
  浸    透   黄 実 線              

  既  設 
  汚 水            

  黒 実 線              
  雨 水            

 



 

Ⅲ－６ 協議・申請手続き 

（１）工事中の汚水、地下水の取扱いについて 

工事現場から流出する地下水や仮設現場事務所の生活排水及び仮設水洗トイ

レは公共下水道に接続し、排水設備等完成届兼公共下水道使用届を提出し、完

了検査を受けること。また、公共下水道使用料の賦課対象となるため、所定の

申告書により申告し、「上下水道料金納入通知書」により納入する。また、地下

水を接続する場合はノッチタンクを設置する。 

（２）受益者負担金等の協議について 

受益者負担金等の支払い方法について協議する。 

（３）排水設備新設等確認申請書 

排水設備工事は平塚市下水道条例施行規則第５条に基づき、施工する前に「排

水設備新設等確認申請書」を申請する。 

（４）公共下水道区域外接続申請書 

平塚市公共下水道区域外接続に関する取扱基準第１項に基づき申請する。 

（５）下水道事業受益者申告書 

平塚市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金条例施行規則

第５条に基づき申告する。 

（６）上下水道料金納入通知書の申告 

   平塚市公共下水道使用料条例に基づき申告する。 

 

 附 則 

この基準は、平成２７年１０月１日から適用する。 

 

（参考資料） 

１ 下水道に関する関係法令等 

（１）下水道法 

（２）下水道法施行令 

（３）下水道法施行規則 

（４）平塚市下水道条例 



 

（５）平塚市下水道条例施行規則 

（６）平塚市公共下水道指定工事店等に関する規則 

（７）平塚市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金条例 

（８）平塚市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金条例施行規則 

（９）平塚市公共下水道使用料条例 

（１０）平塚市公共下水道使用料条例施行規則 

（１１）平塚市公共下水道の構造に関する技術基準 

（１２）平塚市公共下水道の区域外接続に関する要綱 

（１３）平塚市公共下水道の区域外接続に関する取扱基準 

（１４）平塚市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 

（１５）平塚市排水設備工事取扱要領 

（１６）平塚市水路に関する条例 

（１７）平塚市水路に関する条例施行規則 

 

２ 参考文献 

（１）下水道施設計画・設計指針と解説（社団法人 日本下水道協会） 

（２）防災調節池等技術基準（案）解説と設計実例（社団法人 日本河川協会） 

（３）下水道雨水調整池技術基準（案）解説と計算例 

（４）平塚市道路標準構造図 

（５）道路土工－擁壁工指針（日本道路協会） 

（６）道路土工－カルバート工指針（日本道路協会） 

（７）道路土工－仮設構造物工指針（日本道路協会） 

（８）道路橋示方書・同解説・Ⅳ下部構造編（日本道路協会） 

（９）下水道排水設備指針と解説 (日本下水道協会) 

（１０）神奈川県排水設備工事責任技術者設計・施工マニュアル 



 

 

誓  約  書 

 
平成  年  月  日  

（提出先） 

 平塚市長 

                     （事業者） 

住  所              

氏  名            ㊞ 

                     （法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

 

平塚市まちづくり条例に基づき整備いたしました下記の雨水調整施設及び浸透設

備（以下「雨水調整施設等」という。）について、下記のとおり維持管理することを

誓約いたします。 

 

記 

１ 開発事業の名称 

   

２ 開発区域 

 

３ 雨水調整施設等 

種類 容量等 数量 

□ 雨水調整池        ㎥        基 

□ 雨水貯留管  内径    ㎜        ｍ 

□ 雨水調整槽        ㎥        基 

□ 透水管  内径    ㎜        ｍ 

□ その他   

  ※詳細は別紙竣工図のとおり 

第１号様式 



 

 

４ 遵守事項 

（１） 雨水調整施設等は、適宜、清掃等を行い、適切に維持管理いたします。 

（２） 雨水調整施設等の撤去等を行うときは、あらかじめ貴市と協議し、代替施設

を設置します。 

（３） 雨水調整施設等の維持管理に必要な費用については、一切を負担します。 

（４） 雨水調整施設等及びその用地について、第三者に譲渡、又は、所有権移転

を行った場合は、譲受人、又は、所有権取得者が本誓約事項を承継いたしま

す。 

 

５ 添付図書 

（１）案内図 

（２）配置図 

 （３）雨水調整施設等の構造図 

 

 

 

 

 

 

                                 以 上  

 


